
パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度

【県の多様性尊重事業】　令和6年1月に施行した「千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例」に基づき、千葉県LGBTQ相談（上記
参照）や、多様性尊重をPRするチーバくんの「ちばダイバーシティ宣言ロゴマーク」の活用などを行っています。詳しくは県ホームページをご覧ください。
問　千葉県多様性社会推進課☎043-223-2367 ▲県HP

あひこ広報

届出受理証明カード届出受理証明カード

発行方法

① 必要書類の用意
　申し込み前に必要書類（右記参照）をご用意ください。

② 届け出日時の申し込み
　希望日の6開庁日前までに、ちば電子申請サービス（市ホームペー
ジ参照）または男女共同参画室（☎04-7185-1752）に電話でお申し
込みください。
※調整後、届け出日時・場所を連絡します。
※希望により、個室で届け出ができます。

③ 届出書の提出
　届け出日時に、指定の場所へ必要書類をお持ちください。
※必ず二人でお越しください。

④ カードの受け取り
　届出書提出の約1週間後に証明カードを郵送または指定の場所で
お受け取りください。

必要書類
�届出書（市民協働推進課〈市役所本庁舎地階〉で配布。市�
ホームページからダウンロード可）
住民票の写し
　※届け出日前3カ月以内に発行したもの
　※届出書に記載する全員分
�未婚であることを証する書類（全部事項証明書〈戸籍謄本〉、
個人事項証明書〈戸籍抄本〉など）　　　
　※届け出日前3カ月以内に発行したもの
�本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）
�ファミリーシップの届け出をする場合、届け出をする本人
の子どもや親であることを証する書類（全部事項証明書〈戸
籍謄本〉など）
�戸籍と異なる氏名（通称名）を使用する場合、日常生活で使
用していることを確認できる書類�（郵便物、名刺、社員証
など）

　性的指向・性自認などに関する不安や悩みを電話・Eメールで相談で
きます。秘密は厳守しますので、一人で悩まず気軽にご相談ください。
※匿名での相談も可能です。
◎電話相談
日　毎月第2㈯13時～16時、第4㈫19時～22時（1人30分）
電話番号　☎0120-311-556
◎Eメール相談
Eメールアドレス　 soudan@chibalgbtq.jp
※電話相談実施日に回答します。
問　千葉県多様性社会推進課☎043-223-2367

全てに該当する方が全てに該当する方が
対象です対象です

パートナーのどちら
も18歳以上である 市に住民登録があるま

たは3カ月以内に市外
から転入予定（パート
ナーのいずれか一方で
も可）

パートナーの二人が近
親者や養子・養親でな
い（同性同士でパート
ナーシップに基づく養
子縁組をしている場合
を除く）

ファミリーシップの届
け出をする場合、パー
トナーの二人またはい
ずれか一方に子どもや
親がいる（養子・養親
でも可）

届け出をする方以外に
パートナーシップ関係
がない

パートナーのどちら
にも配偶者がいない

▲市HP

　手続きの進め方などを掲載しています。
配布場所　市民協働推進課（市役所本庁舎
地階）、各行政サービスセンター、アビスタ
など（市ホームページからダウンロード可）

届出制度ガイドブック

千葉県LGBTQ相談（無料）
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mailto:soudan@chibalgbtq.jp
https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/kyoudousankaku/partnership/seidogaiyou.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/tayouseisoncho/tayouseishakai.html?pagePrint=1
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